
原子力事故再発防止顧問会議の開催について 

 

平成 23 年９月 28 日 

内閣官房長官決裁 

 

１．趣旨 

「原子力安全規制に関する組織等の改革の基本方針」（平成 23 年８月 15 日

閣議決定）を受け、原子力安全規制に関する組織の在り方、原子力安全規制

強化の在り方等について検討するため、原発事故の収束及び再発防止担当大

臣が当該分野に関する専門的知見を有する者に参集を求め、意見を聴くこと

を目的として、原子力事故再発防止顧問会議（以下「顧問会議」という。）を

開催する。 

 

２．構成 

（１）顧問会議は、別紙に掲げる者により構成し、原発事故の収束及び再発防

止担当大臣の下に開催する。 

（２）原発事故の収束及び再発防止担当大臣は、別紙に掲げる者の中から、顧

問会議の座長を依頼する。 

（３）顧問会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３．その他 

顧問会議の庶務は、内閣官房において処理する。 
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